
１．国民健康保険条例

２．国民健康保険税条例

 【モデルケースによる比較】夫婦、子ども２人の４人世帯の場合（収入は夫のみ）

３．施行年月日

資料２

３０，０００円２０，０００円

改 正 後現　行

【改正の内容】被保険者が死亡したときに、葬祭を行う者に対し支給する葬祭費の支給額の改正

５割

２割

軽減割合

【改正の内容①】国民健康保険税率の改正

【改正の内容②】国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の改正(軽減判定所得の変更)
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平成30年4月1日

世帯の所得の合計額

33万円＋(50万円×加入者及び特定同一世帯

所属者人数)

33万円＋(49万円×４人)＝2,290,000円未満

給与収入に換算すると約3,532,000円未満

※特定同一世帯所属者：年齢到達等により国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した者。

改 正 後

33万円＋(27万5千円×４人)＝1,430,000円未満

給与収入に換算すると約2,304,000円未満

33万円＋(50万円×４人)＝2,330,000円未満

給与収入に換算すると約3,592,000円未満

現　行

33万円＋(27万円×４人)＝1,410,000円未満

給与収入に換算すると約2,272,000円未満

２割

世帯の所得の合計額

33万円＋(27万円×加入者及び特定同一世

帯所属者人数)

世帯の所得の合計額

33万円＋(49万円×加入者及び特定同一世

帯所属者人数)

軽減割合

５割

「国民健康保険条例」及び「国民健康保険税条例」の一部改正

世帯の所得の合計額

33万円＋(27万5千円×加入者及び特定同一世

帯所属者人数)

現　行 改 正 後

改正後現　行

所得割
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